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 この試験は、坂城町職員採用候補者を決定するために行うものです。 

 

１ 試験区分・採用予定人員 

区      分 採用予定   資                格 

大学卒 行  政 若干名 

平成12年４月２日から平成16年４月１日までに生

まれた方で、学校教育法による４年生大学以上を卒

業の方。 

大学卒業

程度 

行 政 

（社会人） 
若干名 

昭和60年４月２日以降に生まれた方で、大学卒業

程度の学力を有し、企業などで１年以上の勤務経験

のある方。 

短大卒 保育士 若干名 

昭和60年４月２日以降に生まれた方で、学校教育

法による短期大学卒業程度の知識を有し、保育士の

資格を有する方。 

 

 

２  受験資格 

①  令和８年10月１日時点で坂城町に住所登録ができる方とします。 

 ② 次のいずれかに該当する方は、受験できません。 

 １）日本の国籍を有しない方 

 ２）地方公務員法第１６条に規定する欠格事項に該当する方 

（以下はその内容です。） 

  ○ 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

  ○ 坂城町の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から二年を経過しない者 

  ○ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 ３）特定性犯罪の前科のある方（保育士試験） 

・令和８年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童

対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（以下「こども性暴力防止法」という。）

に基づき、特定性犯罪の前科がある者は保育業務に従事することができません。 

・このため、予め、採用選考過程において特定性犯罪の前科の有無を確認します。 

  



 

３  受験手続 

① 受験申込は、電子申請の他、持参・郵送（紙ベース）による方法が選択できます。 

■電子申請 

  坂城町ホームページ（https://www.town.sakaki.nagano.jp/）にアクセスして、「職員

採用試験」に関するページから、リンク先の「ながの電子申請サービス」にログインし、

必要事項を入力し、受験申込をしてください。 

※ 申込完了後間もなく申込完了通知の電子メールが自動送信されますが、この完了通

知が送信されない場合、受験申込は受理されておりません。必ず確認してください。 

※ インターネットによる受験申込は、パソコン又はスマートフォンで行ってください。

従来型携帯電話（フィーチャーフォン）では申込ができません。 

※ メンテナンス等によるシステムの停止や通信・機器障害等によるトラブルについて

は、一切責任を負いません。 

 ■持参・郵送 

 受験申込書及び履歴書に本人が必要事項を記入し、坂城町役場 総務課総務係（庁舎２

階）に持参するか、又は郵送してください。 

※ 受験申込書及び履歴書は町ホームページからダウンロードしてください。 

※ 郵便で請求する場合、封筒の表に「坂城町職員募集要項 請求」と朱書し、140円切

手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封し、坂城町役場総務課宛て請求してください。 

② 受付期間は、令和８年４月22日（水）から５月13日（水）までです。 

■総務課窓口での受付は、平日の午前８時30分から午後５時15分までです。 

■郵送の場合は、令和８年５月13日の消印のあるものまで有効です。 

■電子申請の場合は、開始日の午前０時から、締切日の24時まで可能です。 

③ 受験票は受付期間終了後に郵送しますが、６月11日（木）までに到着しないときは、総務

課まで照会してください。 

 

※ 受験申込書及び、履歴書に記載された個人情報は適正に管理し、職員採用試験のみに使用

します。 

 

 

 

  



 

４ 試験の方法及び内容 

第 

一 

次 

試 

験 

試験の種類 試験区分 種 目 内        容 

大学卒 行 政 

教養試験 

（90分） 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題（20題） 

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（20題） 

40題 択一式 

専門試験 

（120分） 

憲法、行政法、民法、経済学、財政学、社会政策、政治学、行政学、

国際関係                    40題 択一式 

各種検査 

(合計50分) 
事務適性検査、職場適応性検査及び性格特性検査 

大学卒業 

程度 

行 政 

（社会人） 

社会人 

基礎試験 

(合計80分) 

①論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を

分析する力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎

的な出題                   60題 択一式 

②公的部門の職員としての職務への適応性を、ポイントを絞って性

格傾向の面からみる。             150題 択一式 

専門試験 

(120分) 

憲法、行政法、民法、経済学、財政学、社会政策、政治学、行政学、

国際関係                    40題 択一式 

各種検査 

(合計30分) 
事務適性検査及び性格特性検査 

 

短大卒 保育士 

教養試験 

(90分) 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題（20題） 

文章理解、判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題（20題） 

40題 択一式  

 
専門試験 

(90分) 

社会福祉、子ども家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心理学、

保育原理、保育内容、子供の保健 

○障害児保育については、上記のいずれかの分野で出題することがあ

ります。                     30題 択一式 

 
各種検査 

(合計50分) 
事務適性検査、職場適応性検査及び性格特性検査 

 

 

第
二
次
試
験 

面 接 試 験 個別面接による試験 

作 文 試 験 一般事項等についての作文試験 

資 格 検 査 受験資格の有無及び申込書記載事項の真否についての調査 

 

 

 

 

 

 



 

５ 受験日時及び場所  受付開始  午前９時 30 分 

試   験 日     時 試  験  場 

第１次試験 ６月21日（日）午前10時 坂 城 町 役 場 

第２次試験 
  ７月上旬までに、第１次試験合否通知書で通知します。 

  最終学校卒業証明書及び同校成績証明書の提出を求めます。 

 

 

６ 結果発表 

   第１次試験の結果については７月上旬までに、第２次試験の結果については８月下旬頃ま

でに通知します。 

 

 

７ 合格から採用まで 

  最終合格者（第２次試験合格者）は、坂城町職員採用候補者名簿に登載され、令和８年10月

１日以降に採用する予定です。 

  また、採用後の健康管理の参考とするため、健康診断書（様式指定・医療機関で受検）の提

出を求めます。 

 

 

８  問い合わせ    坂城町役場 総務課 総務係 

 【坂城町役場 代表】 ０２６８－８２－３１１１（内線２１２） 

      ホームページアドレス  https://www.town.sakaki.nagano.jp 

         Ｅ メ ー ル ア ド レ ス  soumu@town.sakaki.lg.jp 

 

  

https://www.town.sakaki.nagano.jp/


参  考  （令和８年４月１日現在）  ※詳細は町例規集をご覧ください 

◎ 給与・勤務時間 

  職員の給与、勤務時間は、国家公務員とほぼ同じですが、主なものは次のとおりです。 

 ① 給  与 

  ア 初任給 

  （上  級）  大学卒業直後の者        ２３６，８００  円  （1－25） 

  （中 級） 短大卒業直後の者    ２２１，０００  円  （1－15）             

   ※前歴を有する場合には、一定の基準により加算される場合があります。 

  イ  諸手当 

   ・期末手当  ６月、12月に 1.2625月分  計2.525月分 

   ・勤勉手当  ６月、12月に 1.0625月分  計2.125月分 

   ・通勤手当  片道２ｋｍ以上の者  2,460 円から最高 150,000 円 

   この他に扶養手当、住居手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当が支給され 

ます。 

  ウ 良好な成績で勤務したときは、昇給します。 

 

 ② 勤務時間・休暇 

  ア 勤務時間 

    原則として、週38時間45分、１日７時間45分（土曜日は閉庁） 

  イ 休暇 

   ・年次休暇 採用年は年間５日（10月採用の場合）、次年から年間20日 

   ・療養休暇 負傷又は病気にかかった場合90日 

   （結核性の病気の場合180日）以内 

   ・特別休暇 選挙権その他、官公民としての権利の行使、父母の祭日、忌引等の場合にそ

の都度必要と認められる時間 

 

 ③ 共済制度 

  地方公務員等共済組合法に基づき次の給付等があります。 

   ア 短期給付 療養の給付及び療養費、家族療養費、出産費、配偶者出産費、育児休業手

当金、災害見舞金等 

   イ 長期給付 退職年金 

   ウ 福祉事業 宿泊保養施設、資金貸付等 


